
（参考資料２）
新型インフルエンザワクチン接種
事業について（案）

・現在、検討中の案であり、今後、変更する場合があるとのこと。



（１）接種協力医療機関の確保等について（案）

ア 現在の接種事業に係る契約の解除

国は、新型インフルエンザワクチン接種事業に基づき、現在、国とワクチンの接種等に
関する委託契約を締結している医療機関について、平成２２年９月３０日をもって、契約
を解除する。

【具体的な事務】

①国は、現在実施している新型インフルエンザ予防接種事業を終了する旨を厚生労働省ホーム
ページに掲載するとともに、都道府県及び都道府県医師会に連絡する。

②都道府県は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨を市町村に連絡する。

③都道府県医師会は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨を郡市医師会に連絡する。

④市町村は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨をホームページ等を通じて、管下の
医療機関に周知する。

⑤郡市医師会は、新型インフルエンザ予防接種事業が終了された旨をホームページ等を通じて、管
下の医療機関に周知する。

⑥市町村は、１０月１日からの新たな接種協力医療機関を確保に関する協議の際に、新型インフル
エンザ予防接種事業を終了する旨をあらかじめ周知する。



【具体的な事務処理】
①市町村は、新たな接種医療機関を確保するため、郡市医師会及び医療関係団体等関係機
関と協議及び調整を行う。

②郡市医師会及び市町村は、管下の医療機関と調整を行い、接種協力医療機関を確保する。
③市町村は、接種協力医療機関についてリストを作成し、郡市医師会に通知するとともに、都
道府県を通じて国に報告する。

イ 新型インフルエンザワクチン接種事業（１０月１日から新臨時接種開始まで）におけ
る接種医療機関の確保及び契約の締結

市町村は、昨年度のワクチン接種事業の委託契約医療機関及び接種の状況並

びにこれまでの予防接種法による定期接種の実施に基づく委託契約医療機関及び
接種の状況等を勘案し、今年度における新型インフルエンザワクチンの接種が、高
齢者以外の者に対しても接種を実施することとなることを踏まえ、１０月以降及び新
臨時接種開始後の新型インフルエンザワクチンの接種が円滑に実施できるよう、医
療機関（診療科）の不足、偏在がないか等について考慮しつつ、郡市医師会その他
医療関係団体等関係機関と協議、調整の上、新たに接種協力医療機関を確保する。

（ア）接種医療機関の確保



①医師会が取りまとめる医療機関との委託契約の締結

③所定の独立行政法人等が取りまとめる医療機関との委託契約の締結

②市町村が取りまとめる医療機関との委託契約の締結

①市町村が確保した接種協力医療機関のうち、郡市医師会の取りまとめのもとでの委託契約の締結を希望する医
療機関は、委任状を作成し、郡市医師会に送付する。
②郡市医師会は、医療機関のリストを作成し、当該リスト及び委任状を都道府県医師会に送付する。
③都道府県医師会は、リストを取りまとめの上、契約書を作成し、リストを添付した上で、国に送付する。
④国は、契約書に記名・捺印の上、当該契約書の写しを都道府県医師会に送付する。
⑤都道府県医師会は、契約の締結が完了した旨を、郡市医師会を通じて、各医療機関に周知する。
⑥国は、リストを作成し、都道府県及び市町村に送付する。

①市町村が確保した接種協力医療機関等のうち、国が所管する独立行政法人等に属する医療機関であって、上記
による契約の締結を行わない医療機関等については、別途、厚生労働省と協議の上、契約を締結することとする。

②国は、リストを作成し、都道府県及び市町村に送付する。

①確保した接種協力医療機関のうち、医師会による契約の締結を行わない医療機関が、国との委託契約の締結
を希望する場合には、契約書を作成し、市町村に送付する。
②市町村は、送付されてきた契約書を取りまとめ、リストを作成の上、国へ送付する。
③国は、契約書に記名・捺印等の上、当該契約書の写しを、都道府県及び市町村を経由して、委託契約を締結し
た各医療機関に送付する。
④国は、リストを作成し、都道府県及び市町村に送付する。

（イ）契約の締結

国は、市町村が取りまとめた接種協力医療機関について、医師会又は市町村の取りまと
めのもと、１０月１日までに、ワクチンの接種等に関する委託契約を締結する。
※市町村が行う二類定期接種に係る医療機関との契約における事業の始期については、
今般の国が行う契約の始期である１０月１日からとする。



厚 生 労 働 省

都道府県医師会

郡市医師会 市町村

①契約
のとりま
とめ、リ
スト化

②契約
のとりま
とめ

①契約

③
契
約

市町村が確保した医療機関のうち、
医師会が取りまとめる医療機関

市町村が確保した医療機関のうち、
市町村が取りまとめる医療機関

都道府県

③契約 １ リスト
の通知

２ リスト
の通知

市町村が確保した医療機関等の
うち、国直轄の医療機関等（矯
正施設等）

１ 契約の
解除

１ 契約
の解除

①契約書
の取りま
とめ、リ
スト化

１ 契約の
解除

２ 契約
解除の
連絡

３ 契約
解除の
連絡

②契約書・
リストの
送付

医療関係団体
等関係機関
医療関係団体
等関係機関

１ 接種医療機
関の確保に
関する協議・
調整

国が所管する独立
行政法人等

※ は現行事業、 は新たな事業



ウ 新型インフルエンザワクチン接種事業から新臨時接種に移行する場合における接種
医療機関の確保及び委託契約の締結について

（ア）新型インフルエンザワクチン接種事業（１０月１日～新臨時接種開始前まで）に係る
契約の解除

国は、新型インフルエンザワクチン接種事業に基づき、１０月１日以降、国とワクチンの
接種等に関する委託契約を締結している医療機関について、改正予防接種法に基づく
新臨時接種の指示により示された接種開始日の前日をもって、契約を解除する。

（イ）接種医療機関の確保及び委託契約の締結

１０月１日からの新型インフルエンザワクチン接種事業の開始に当たり確保した医療機
関を対象に、これまで予防接種法に基づく定期接種を実施に係る委託契約の方法等を
踏まえ、新たに市町村が当該医療機関と契約を締結するものとする。



市町村は、原則、新型インフルエンザワクチン接種事業における低所得者に対する接種費用の助

成に係る国庫補助基準額により、当該市町村に所在する医療機関において接種する場合の接種費
用を設定する。
ただし、従来から実施している季節性インフルエンザワクチン接種における接種費用との整合性を

勘案し、市町村の判断により、上記基準額と異なる接種費用の設定は可能とする。
なお、国が提示する国庫補助基準額を上回る接種費用設定により、市町村の超過負担が生じな

いよう、厚生労働省として、上記内容について、社団法人日本医師会に申し入れている。

（２）接種費用の設定について（案）

接種費用の設定

国への報告

協議

市町村は、それぞれの区分に応じて設定した接種費用の額について、都道府県を経由して、国に
報告する。

市町村は、接種費用を設定する場合、郡市医師会その他の団体等関係機関と十分な協議を行う。

協力・支援

都道府県は、市町村が接種費用を設定するに当たり、必要な協力及び支援を行う。



市町村
郡市医師会
等関係団体

接種費用の設定に
関する協議・調整

○市町村は、原則、新型インフルエンザワクチン接種事業における低所得
者に対する接種費用の助成に係る国庫補助基準額により、以下の区分
ごとに接種費用を設定
①１回目の接種の場合
②２回目の接種であって１回目の接種を当該受託医療機関が行って
いる場合
③２回目の接種であって１回目の接種を当該受託医療機関が行って
いない場合
④発熱等により接種を行えなかった場合

○ただし、従来から実施している季節性インフルエンザワクチン接種におけ
る接種費用との整合性を勘案上記基準額と異なる接種費用の設定は可
能

※国が提示する国庫補助基準額を上回る接種費用設定により、市町村の超過負担が
生じないよう、厚生労働省として、上記内容を、社団法人日本医師会に申し入れて
いる。

都道府県

協力・
支援

区分ごとの接種
費用の報告

国

市町村ごとに取りまとめた
接種費用を報告

医療機関

連携

市町村が設定した接
種費用で契約を締結



（３）ワクチンの接種について（案）

接種対象者
○接種対象者は、全国民とする。
○なお、1歳未満の者については、接種を行っても十分な免疫をつけることが困難であると考えられる。
ただし、保護者が、有益性とリスクを十分に考慮した上で、強く希望する場合は、接種を行うことを
妨げるものではない。

優先接種対象者及び接種スケジュールの設定
○インフルエンザＨＡワクチンの製造及び確保の状況等から、１０月１日から開始される新型インフル
エンザワクチン接種事業及び予防接種法に基づく新臨時接種においては、優先接種対象者及び接
種スケジュールは設定しない。

接種の場所
○厚生労働大臣と新型インフルエンザワクチンの接種等に係る契約を締結した医療機関で行う個別
接種を原則とする。

○接種が円滑に行われるよう、市町村が、接種の状況及び地域分布等を踏まえ、事故防止対策及び
副反応対策等一定の安全性の要件を満たした上で、保健所、保健センター等の都道府県や市町
村が設置する施設等の利用を確保し、受託医療機関が当該施設等を活用し、集団的接種を実施
することは差し支えない。

○国と医療機関との接種等の委託契約において、受託医療機関は予防接種済証の交付等を除く委
託業務は自ら行うものとし、国と事前に協議し了解を得ている場合※を除き、他の者へ、その実施を
再委託することはできないことから、集団的接種を実施する場合においても、予診及びワクチン接
種等は受託医療機関の医師等が行うものとする。
※予診又はワクチンの接種等を受託医療機関以外が実施する場合は、国と事前に協議し了解を
得た上で、事故等の発生時の責任を明確にするため、当該医療機関から再委託を受けることす
る。

※再委託をする場合は、委託契約に基づき、受託医療機関が事前に国と協議することとされている
が、市町村等地方公共団体に再委託する場合は、事前に協議し了解を得ているものとし、協議
は省略して差し支えない。



接種の方法

対象 接種
回数

接種量 注射方法

インフルエンザＨＡワクチ
ン〈３価ワクチン〉

１歳未満の者 ２回 0.1ｍｌ 上腕伸部に皮下接種

１歳以上６歳未満の者 ２回 0.2ｍｌ 上腕伸部に皮下接種

６歳以上１３歳未満の者 ２回 0.3ｍｌ 上腕伸部に皮下接種

１３歳以上の者 １回 0.5ｍｌ 上腕伸部に皮下接種

Ａ型インフルエンザＨＡワ
クチン（Ｈ１Ｎ１株）〈１価ワ
クチン〉

同上

アレパンリックス（Ｈ１Ｎ１）
筋注〈ＧＳＫ社製ワクチン〉

６か月以上１歳未満の者 １回 0.25ｍｌ 大腿前外側部に筋肉内
接種

１歳以上１０歳未満の者 １回 0.25ｍｌ 上腕三角筋部に筋肉内
注射

１０歳以上の者 １回 0.5ｍｌ 上腕三角筋部に筋肉内
注射

※高齢者には、季節性インフルエンザ、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の両方に対するインフルエンザＨＡワクチン〈３価ワクチン〉の
接種が原則となる。

※インフルエンザＨＡワクチン〈３価ワクチン〉及びＡ型インフルエンザＨＡワクチン（Ｈ１Ｎ１株）〈１価ワクチン〉を１３歳以上の基礎疾患を
有する者に接種する場合にあって、接種対象者が著しく免疫反応が抑制されている場合は、医師の判断により２回接種としても差し
支えない。

※インフルエンザＨＡワクチン〈３価ワクチン〉及びＡ型インフルエンザＨＡワクチン（Ｈ１Ｎ１株）〈１価ワクチン〉を１３歳未満の者に２回接種
する場合の接種間隔は、１週間から４週間（４週間おくことが望ましい）の間隔をおくものとする。

※いずれも平成２２年７月２８日時点の状況であり、今後変更される可能性がある。



予診票

○予防接種法に基づく二類定期接種の対象者に対しては、二類定期接種に用いている予診票を使
用して差し支えない。

○上記以外の者に対しては、別添に示すそれぞれの区分に応じた様式を用いることを原則とする。
○留意事項
・市町村は、接種対象者や医療機関の利便性等を踏まえ、新臨時接種が開始された以降も同様の
様式が使用できるよう、新型インフルエンザ接種事業開始時から自ら予診票を作成することは差し
支えない。
その場合にあっては、接種対象者が全国民であること、接種できるワクチンが複数あり、接種希望
者が接種されるワクチンの有効性及び安全性等を認識し同意した上で接種が受けられること等に
配慮する。
・低所得者に対する費用負担措置を講じるために必要な文章等を追記することは差し支えない。
・新型インフルエンザワクチン接種事業実施時においては、予診票は、厚生労働省ＨＰからダウン
ロードする。

予防接種済証の交付

○予防接種後は、別添に示す新型インフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。
○乳児又は幼児については、予防接種済証の交付に代え、母子健康手帳に予防接種の種類、接種
年月日、その他証明すべき事項を記載する。
○予防接種済証には受託医療機関名及び代表者名を記載するが、代表名は、接種を行った医師名
でも可能とする。

○予診票は、厚生労働省ＨＰからダウンロードする。
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医療機関

自治体
厚労省

専門家評価
健康局

ＰＭＤＡ

専門家評価
薬食審

メーカー等
使用量・
需要量

情報整理・評価

専門評価

安全対策・
接種継続・
中止等の判断

最新の安全性情報の更新

出荷量

副作用・副反応報告※

情報提供

使用量・
需要量

合同開催

情報提供
副反応情報の共有

新型インフルエンザワクチンにおける副反応報告について

迅速な直接報告

副作用報告・副反応報
告情報提供※※情報収集・情報提供

※ 国への報告については、厚生労働省内にトールフリーダイ
ヤル（ファクリミリ）の専用回線を設置予定。

１０月１日から実施する新型インフルエンザワクチン接種事業においても、これまでと同様の体制で
実施するものとする。



（１） 受託医療機関は、報告基準に該当する予防接種後の副反応を診断した場合、被接

種者又は保護者の同意を得て、「新型インフルエンザワクチン予防接種後副反応報告
書」を用い、速やかに厚生労働省（フリーダイヤルFAX番号）に報告する。

（２） 受託医療機関以外の医療機関においても、副反応を診断した場合は、同様に厚生
労働省に報告をする。

各都道府県及び市区町村は、受託医療機関以外の医療機関に対しても、本実施要
領の周知に努め、予防接種後副反応報告に協力を求める。

（３） 上記（１）、（２）に基づいて報告された予防接種後副反応報告については、厚生労働
省において、薬事法第７７条の４の２第2項の報告及び「定期のインフルエンザ予防接
種の実施について」（平成１７年６月１６日健発第0616002号厚生労働省健康局長通
知）の別添「インフルエンザ予防接種実施要領」１３の報告とみなして取り扱うこととする
ため、二重に報告を行う必要はない。

（４） 厚生労働省において、安全対策のため、予防接種後副反応報告を新型インフルエン
ザワクチンの製造販売業者等に対し情報提供することがある。

医療機関においては、薬事法第７７条の３第１項に基づき、製造販売業者等から副

反応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際には、同条第２項に基づき、製造販
売業者の当該情報収集への協力に努めること。



被接種者数の把握について①

○新型インフルエンザワクチン接種者数については、「受託医療機関における新型インフル
エンザ（A/H1N1）ワクチン接種実施要領」（平成２１年１０月１３日付厚生労働省発健１０１
３第４号厚生労働事務次官通知）に基づき、期限までに厚生労働省への報告を求めてい
るところ。
○しかし、現状は報告が遅れたり、報告をいただけない受託医療機関が多数ある。
○早急に副反応の発生頻度を把握することが行政として必要であり、１０月１日以降は、報
告様式を改訂し簡素化するので、これまでと同様の手順により、引き続き速やかな報告を
お願いする。

◆事務の流れ
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毎月１０日まで 毎月１７日まで 毎月２４日まで

報告書 報告書



被接種者数の把握について②

◆報告様式の新旧対照表
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諮問②

答申③

予防接種後健康被害救済制度について
◆新型インフルエンザワクチン接種事業に基づき接種した場合

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法に基づく救済
制度が適用され、健康被害を受けた者等は、国に対し、直接 、申請等を行う。

申請①

通知③

◆事務の流れ

◆新臨時接種により接種した場合

予防接種法に基づく定期予防接種に係る救済制度と同様に、健康被害を受けた者等は
市町村に対し申請等を行い、市町村は都道府県を通じて国に申請書類を提出し、国は認定
等を行う。
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調査指示②

通知⑩ 通知⑨ 通知⑧ 答申⑦

報告③

◆事務の流れ



○第１３回インフルエンザワクチン需要検討会(７月１２日)を開催し、以下の結論が得られたところ

①医療機関及び世帯を対象としたインフルエンザワクチンの需要調査＊1によると、今シーズンのワク
チン需要量は、２，２３０万本～２，６７０万本＊2と見込まれること。
＊1 当該調査は季節性インフルエンザワクチンについての需要調査である。
＊2 １ｍＬバイアル換算、新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）株を含む３価ワクチンとして製造予定

②現時点における製造販売業者の製造予定量は最大で２，９００万本程度となる見込であり、予想さ
れる需要に対して、十分な製造・供給能力は確保されていると考えられること。

③新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）ワクチンについて本年１１月までは昨年度の国在庫の１価のワク
チンが７，３００万回分以上あり、３価ワクチンが約２，９００万本（５，８００万回分）程度生産される
ことから、概ね国民全員分に対応が可能と考えられる。ただし、３価ワクチンについては、ニーズを踏
まえ、ある程度余裕を持った生産が必要であると考えられること。

④今シーズンは、医療機関のワクチンの過剰注文を防ぎ、卸売販売業者が保有する在庫管理を徹
底するなどの従来の対策に加えて、新型インフルエンザワクチンの接種方針を踏まえた適切な方
法による安定供給対策に努めること。

○３価ワクチンの流通に関しては、通常の市場流通であるが、国は安定供給に関する通知を発出する。

○都道府県は、国より発出される安定供給に関する通知に基づき、管内体制づくり及び関係者へ周
知すること。

【３価ワクチンについて】

ワクチンの供給及び流通




